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平成２９年白浜町議会第１回臨時会 会議録(第１号) 

 

１．開  会 平成 ２９ 年 ２ 月 １４ 日 白浜町議会第１回臨時会を白浜町役場 

       議場において １０ 時 ００ 分 開会した。 

 

１．開  議 平成 ２９ 年 ２ 月 １４ 日 １０ 時 ０１ 分 

 

１．閉  議 平成 ２９ 年 ２ 月 １４ 日 １３ 時 ２２ 分 

 

１．閉  会 平成 ２９ 年 ２ 月 １４ 日 １３ 時 ２２ 分 

 

１．議員定数 １４名 

 

１．応招及び不応招議員の氏名 

   応招議員 １４名 その議席番号及び氏名は、次のとおりである。 

 

   １番  辻    成 紀       ２番  西 尾  智 朗 

３番  古久保  惠 三       ４番  溝 口  耕太郎 

５番  丸 本  安 高       ６番  水 上  久美子 

７番  廣 畑  敏 雄       ８番  三 倉  健 嗣 

９番  長 野  莊 一      １０番  岡 谷  裕 計 

１１番  南    勝 弥      １２番  玉 置    一 

１３番  楠 本  隆 典      １４番  堀      匠 

    

⒈  出席及び欠席議員の氏名 

   出席議員 １４名 その議席番号及び氏名は、次のとおりである。 

 

   １番  辻    成 紀       ２番  西 尾  智 朗 

３番  古久保  惠 三       ４番  溝 口  耕太郎 

５番  丸 本  安 高       ６番  水 上  久美子 

７番  廣 畑  敏 雄       ８番  三 倉  健 嗣 

９番  長 野  莊 一      １０番  岡 谷  裕 計 

１１番  南    勝 弥      １２番  玉 置    一 

１３番  楠 本  隆 典      １４番  堀      匠 

 

   欠席議員 なし  

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名は、次のとおりである。 

 

事 務 局 長  泉    芳 明    事 務 主 査  東    泰 士 
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１．地方自治法第１２１条の規定により、議場に出席した者の職氏名は、次のとおりである。 

 

町    長  井 澗    誠   副 町 長  林    一 勝 

教 育 長  鈴 木     勇    

富田事務所長              

兼農林水産課長  古 守  繁 行   日置川事務所長  田 井  郁 也 

総 務 課 長   榎 本  崇 広   税 務 課 長  髙 田  義 広 

民 生 課 長  三 栖  健 次   住民保健課長  廣 畑  康 雄 

観 光 課 長  愛 須  康 徳   建 設 課 長  坂 本  規 生 

上下水道課長  濱 口  伊佐夫   会計管理者  中 本  敏 也 

消 防 長  大 江  康 広    

教育委員会              

教 育 次 長  寺 脇  孝 男    総務課課長  久 保  道 典 

総務課副課長  小 川  敦 司   生活環境課副課長  東    剛 史 

                                        

１．議事日程 

 

日程第１ 会議録署名議員指名について 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 議案第１号 公有水面の埋立てに対する意見について 

日程第４ 議案第２号 白浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正す 

る条例について 

日程第５ 議案第３号 平成２８年度白浜町一般会計補正予算（第５号）議定について 

追加日程第７ 議案第４号 富田共有財産組合委員会委員の選任について 

日程第６ 発委第１号 閉会中の継続調査申出書（議会運営委員会・総務文教厚生常任委員会・観光 

建設農林常任委員会・議会広報特別委員会） 

                                   

１．会議に付した事件 

 

  日程第１から追加日程第７ 

 

１．会議の経過                                

 

○議    長                                 

皆さん、おはようございます。 

ただいまから白浜町議会平成２９年第１回臨時会を開会します。 

日程に入る前に事務局長から諸報告を行います。 

       番外  事務局長 泉君 

○番    外（事務局長） 
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 諸報告を行います。 

ただいまの出席議員は１４名であります。 

本臨時会の会議予定につきましては、去る２月６日の議会運営委員会でご協議いただきま

した。その結果をご報告し、ご了承いただきたいと思います。 

会期につきましては本日１日を予定しております。 

本日の議事日程についてはお手元に配布しています。 

地方自治法第１２１条の規定による説明員の出席要求をお手元に配布しております。 

会議規則第１２８条の規定による議員派遣結果報告書をお手元に配布しております。 

本日、玉置生活環境課長が欠席のため、東生活環境課副課長の出席を許可しています。 

臨時会閉会後に全員協議会、議員懇談会の開催を予定していますので、よろしくお願いし

ます。 

以上で諸報告を終わります。 

○議    長 

 諸報告が終わりました。 

ご了承のほどよろしくお願いします。 

これより本日の会議を開きます。 

                                          

（１）日程第１ 会議録署名議員指名について                  

                     

 議長は会議規則第１２６条の規定により、本臨時会の会議録署名議員を次のとおり指名し

た。 

         １１ 番   南    勝 弥    １２ 番   玉 置    一 

                                          

（２）日程第２ 会期の決定について 

 

○議    長 

日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 本臨時会の会期は本日１日としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長   

異議なしと認めます。 

 従って、本臨時会の会期は本日１日と決定いたしました。 

                                          

（３）日程第３ 議案第１号 公有水面の埋立てに対する意見について 

日程第４ 議案第２号 白浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正 

する条例について 

日程第５ 議案第３号 平成２８年度白浜町一般会計補正予算（第５号）議定につい 

           て 
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○議    長   

日程第３ 議案第１号から日程第５ 議案第３号までの３件を一括議題といたします。 

 町長から挨拶並びに提案理由の説明を求めます。 

番外  町長 井澗君（登壇） 

○番    外（町  長） 

 本日、平成２９年白浜町議会第１回臨時会を招集致しましたところ、議員各位におかれま

しては、公私共に大変ご多用にも関わりませずご出席を賜り、誠にありがとうございます。

開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

平成２９年の新しい年を迎え、１月４日の新年祝賀会をはじめ、成人式、消防出初式など、

新年の式典を開催したところでございます。 

新たに成人となられました２５２名の皆様には、心よりお祝い申し上げます。これからた

くさんのことを学び、一人でも多くの若者が本町の未来を背負って立つ日が来ることを心か

ら願っております。 

 去る１月１６日から２６日にかけて、友好都市である韓国果川市の高校生１２名と引率者

１名の方々が日本語の語学研修と交流を目的として、本町を訪問されました。 

期間中はホストファミリー宅へのホームスティや熊野高校での交流、日置川地域でのほん

まもん体験など、様々な形で交流を図るとともにお互いの文化について理解を深めました。

今回の研修からは、昨年７月に本町との間で各分野での連携・協力に関する協定を締結した

桃山学院大学様にもご参加をいただき、講義への参加や大学生との意見交換など、有意義な

時間を設けていただきました。 

１１日間という過密な研修期間ではありましたが、高校生という人生の中で最も多感な時

期に、直接、こうした異文化を体験されたことは、彼らの貴重な財産となったものと思って

おります。 

今回の国際交流事業に際し、ご協力いただきましたホストファミリーの皆様をはじめ、関

係者の方々に厚くお礼申し上げます。 

企業誘致施策では、宿泊施設の誘致促進に関する県の新政策が昨年９月に打ち出され、本

町でも県と連携し、誘致に適した町有地の情報提供を行うなど取組を進めて参りました。 

こうした中、国内外でフランス料理店や宿泊施設を展開する株式会社ひらまつ様が町内三

段地区への進出を概ね決定され、これから本格的な協議や事務作業を進めることになります。

こうした宿泊施設が新たに進出することで観光業の活性化、更には観光地としてのブランド

力のアップにも繋がると思っております。今後も県と連携を図りながら、歴史ある温泉をは

じめ素晴らしい景観や地元で取れる新鮮な食材といったものをＰＲし、引き続き誘致促進に

努めて参りたいと考えております。 

以前からご説明申し上げて参りました、新たなＩＴビジネスオフィスの整備事業に関しま

しては、２月３日に国の交付金の内示をいただきました。 

これから地方創生におけます拠点整備として速やかに作業を進め、白浜に興味を示してい

ただいておりますＩＴ企業への誘致活動を積極的に行うなど、新たな産業の創出に繋げて参

りたいと考えております。 

本年も白浜創生に向けた本格的な取組や、基幹産業であります観光業の活性化、子育て支

援、地域福祉の充実、農林水産業の振興など、多くの事業を推進して参ります。    
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職員とともにチームワークをしっかりと組み、連携して諸課題に取り組んで参る所存でご

ざいますので、議員各位の一層のご指導とお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

本臨時会において、ご審議をお願い致します案件は、公有水面の埋立てに対する意見に関

する事項１件、条例の一部改正に関する事項１件、平成２８年度白浜町一般会計補正予算議

定について１件であり、必要な議案を提出したところです。 

それでは、本臨時会においてご審議をお願い致します案件の提案理由につきまして、ご説

明を申し上げます。 

  議案第１号 公有水面の埋立てに対する意見につきましては、公有水面埋立法第３条第４

項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第２号 白浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例につき

ましては、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係規定を改正し

たいので、提案するものでございます。 

 議案第３号 平成２８年度白浜町一般会計補正予算（第５号）議定につきましては、既定

の歳入歳出予算の総額に２億７，５２０万円を追加し、歳入歳出予算総額を１２７億９４６

万７千円と定めました。 

 今回の補正の主な内容につきまして、ご説明申し上げます。（万円未満四捨五入） 

総務費につきましては、地方創生拠点整備交付金事業 ２億３，５００万円 国の交付金

を受け、新たなＩＴビジネスオフィスを整備するものでございます。ふるさと白浜応援寄附

金事業 ２，４２５万円 ふるさと白浜応援寄附金の増加に伴い、必要な経費を補正するも

のでございます。 

 観光費につきましては、向平キャンプ村採水井戸改修事業 ７３６万円 向平キャンプ村

で使用している採水井戸の故障に伴い、新たに掘削するものでございます。 

歳入につきましては、国庫支出金 ９，５２０万円、寄附金 ２，４００万円、繰越金 １，

６５０万円、町債 １億３，９５０万円。 

以上、詳細につきましては、担当課長からご説明致しますので、ご審議の程よろしくお願

い申し上げます。 

○議    長   

続いて、補足説明を許可します。 

番外  農林水産課長 古守君（登壇） 

○番    外（農林水産課長） 

議案第１号 公有水面の埋立てに対する意見について、議案書（P.１～２）に基づき、説

明した。 

○議    長   

番外  総務課長 榎本君（登壇） 

○番    外（総務課長） 

議案第２号 白浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例につい

て、議案書（P.３～６）に基づき、説明した。 

議案第３号 平成２８年度白浜町一般会計補正予算（第５号）議定について、議案書（P.

７～８）に基づき、説明した。 
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○議    長   

以上で提案理由及び補足説明が終わりました。 

 これより審議に入ります。 

議案第１号 公有水面の埋立てに対する意見について、質疑を行います。 

       １３番  楠本君 

○１３   番 

 埋め立ての議案については特に意見はないんですけれども、サニービーチ町内会、さらに

は細野町内会に対して、全員協議会のなかでもどういう話になったのかとお聞きしたと思う

んですけれども、２年６カ月という長期にわたる埋め立てでございます。そういう意味にお

いてはダンプの進入路とか、さらにはとれとれのほうからの道の狭隘は前からも問題になっ

ております。それらのことについて、細野町内会、さらにはサニービーチ町内会への説明と

かはすべて終わっているんでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。 

○議    長  

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 ご指摘の点でございますが、まず細野町内会につきましては、会長さんのほうに堅田漁業

協同組合から説明をしていただいてございます。それで、従来からやはり防災の関係とかで

町道拡幅といったところで、あの付近の開発については合意をいただいているということな

んで、特段異議はないということをお聞きしてございます。 

 それから、サニービーチにつきましても、漁業協同組合のほうから自治会の事務所に説明

に行っていただきまして、自治会のお話ではいろいろそういったうわさが出てくるものです

から、これまでも住民の方からも事務所に問い合わせがあったということでございますが、

その時点では内容がわからなかったので詳しいことは言っていないと。ただ、全体的な感覚

としましては特に反対というような意見は今までもございませんし、今後も定期的に工事の

進捗状況を説明に行きながら、その辺のすり合わせをしていくと話を聞いてございます。 

○議    長  

       １３番  楠本君 

○１３   番 

 話をされているということですけれども、ダンプの数も日量、どのくらいの数と決まって

いると思うんですけれども、進入路については前回の全員協議会においても藤島側から入る

ということを聞いているんですけども、ココカラファインのほうから入るのか、ガソリンス

タンドのほうから入るのか、その点も含めて関係者との話は。もちろん町内会がまとめてく

れていると思いますけれども、その点についてはいかがですか。 

○議    長  

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 道路の広さから推測すると藤島側から入るという予定を聞いてございますが、ガソリンス

タンド側から入るのか、白浜寄りのほうから入るのかの部分につきましては、まだ決まって

いないと思ってございます。 

○議    長  



 7 

       ７番  廣畑君 

○７    番 

 埋立必要理由書のなかの文言について、この文言がどうのこうのというわけではないんで

すけども、この点について町の見解をお伺いしたいと思います。 

 ４番の埋立ての施行主体であります。第６次産業化を促進するための水産物の飲食施設等

の整備を実施する当組合とあるんですけども、いわゆる第６次産業化というのはこうした時

代の流れかなと思うんですけど、そこへ２年数カ月後に埋め立てが完成して、さまざまな施

設ができるというなかで、湯崎の漁業振興施設との競合とかそうした点についてどのように

お考えなのか。そういう点についてお伺いしたいと思います。 

○議    長  

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 湯崎の漁業振興施設も含めて町内にいろんな観光施設がございます。ここでやはりこうい

った観光施設ができるということは、若干影響がないとは言えないと思ってございますが、

やはりそういったことではなし、町全体の観光としてのイメージアップ、それから誘客とい

うことになりましたら、個々の施設をこちらがどうのこうのという議論ではなしに、こうい

ったものについては非常にありがたいかなと思ってございます。 

○議    長  

       ７番  廣畑君 

○７    番 

 民間の施設がどのように活動していくかということについては、活動していただいて、税

収が上がっていくということだとは思うんですけれども、そうした町が絡んで今まで取り組

んできた施設に対して今も課長の説明がありましたけれども、影響がないとは言えないと思

うんですけども、そうした点について十分町も考慮をして取り組んでいかなあかんのとちが

うかなと思うわけです。そうした点についてもう一度、そこへ向いて町がどういうふうに絡

んでいくかということについてはいろいろあると思うんですけれども、その辺どうするんか

なという思いもあります。これはだめだということではないわけなんですけども、ただ今の

課長の答弁だけではちょっと見通しといいますか、もう一つ私自身もしっくりいかんところ

があるので、再度答弁を求めたいと思います。 

○議    長  

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 ご指摘、ご心配ありがとうございます。 

やはりそういった競合施設といいますか、新たなところが増えることによっての影響は当

然出てまいるかと思いますので、その辺はやはり指定管理者とも相談をしながら、施設側も

もっと良くしてお互いが競い合っていけるような施設にしてまいりたいと思ってございます。 

○議    長  

       ３番  古久保君 

○３    番 

 平面図で些細なことなので、当局に聞いてどうかなと思うんですけれども、埋め立てのと
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ころでＤ護岸のところでくぼみができているのはなにか意味があるのか。どういう影響でく

ぼみができているのか、その辺のところをお尋ねしたい。 

それと、埋立必要理由書のところで、漁業振興及び地域振興、これには理解できるのです

が、地域住民の安全・安心を確保という意味。これは具体的にどういうことか説明してくだ

さい。 

○議    長  

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 Ｄ護岸につきましては、これは工事上の名称をつけるために、例えば区間で工事をしてい

くという関係があるので、名称をつけているものです。くぼみにつきましてはなぜこのよう

になっているかということは私どもは把握してございません。 

 それから、防災ということにつきましては、あの付近はあまり避難する施設がないんです。

ですから、先々においては少しここに建物を建てることによって屋上に逃げたり、施設に逃

げたりといった計画を考えているということをお伺いしてございます。 

○議    長  

       ８番  三倉君 

○８    番 

 埋め立ての規模もそうなんですけども、この問題に対していささか私は反対する意向はな

いんですけども、利用計画のなかで、護岸敷、それから芝生、便益施設、駐車場とあるんで

すけども、前に全員協議会のときにも話させてもらったんですけども、工事のときにダンプ

カー云々ということからしたら、この隣接する道路がものすごく狭いように思うんです。そ

ういうことから、ダンプカーが入ることそうなんですけど、あとあとについても交通的に利

用計画からしたら、道路敷云々というのが入っていないように思うんです。拡幅してもらえ

るような話についてはどんなものなのかということと、利用計画が変わっていってもいいの

かどうか。どの辺までが利用計画のなかで変更なりできるのかということ。この状態からし

たら、必然的に隣接する町道が混雑するということがありありとわかるような状態でいくの

ではないかと思うのですが、その辺についてはどうでしょうか。 

○議    長  

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 三倉議員からは全員協議会のときも同じようなご質問をいただきました。 

これはあくまでも堅田漁協からの埋立免許申請の願書に添付されている書類でございます

ので、向こうさんから町道側の部分まで広げてということは書きにくいということを理解し

てございます。この前もご意見をいただきましたし、そういったことを踏まえまして、堅田

漁業協同組合のほうには道の拡幅をするときには協力をいただけるのかということのご相談

をさせていたいて、それには協力をするというお返事をいただいてございますし、計画変更

の部分につきましては、ただいま言っていただきました、例えば町道拡幅、こういったもの

が計画変更のところに該当するかどうか。これは県への届出ということになりますから、そ

れが必要でしたら、その時点で計画変更なり何なりの手続きを経てということになってまい

ります。ただ、これが軽微なもので、その届出が必要であるかないかというところまで私ど
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もは確認してございません。 

○議    長  

       ８番  三倉君 

○８    番 

いずれにしても、私はできることによって周りの環境がよくなるというのを望むものです

し、それと交通量が増えるなかで、より交通渋滞なり、よくならないということになれば、

よくなるような目的でもってするのに施主さんのほうにもそういう協力をもらうということ

を願いたいと思うものですし、そういったなかで範囲内でいけるのであれば、細かいことで

すけども、越したことはないんですけども、そういうなかで進めてもらいたいなということ

で質問したんです。 

○議    長  

       １２番  玉置君 

○１２   番 

 古久保議員が聞いた埋め立ての必要性。地域住民の安全・安心を確保するための施設整備

を目的とした用地の確保が必要であると、ここに文言があるんやけども、これは先ほどの返

事もらったのか、聞き漏らしたのかわからんけども、何か災害に対する住民に対する安心・

安全の建物を建てるために必要なのか、そのあたりの具体的なことを向こうから説明を受け

ているのだったらちょっと聞かせていただきたい。 

○議    長  

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 先ほど古久保議員のご質問のなかでも、周辺に避難するところがわりにないので、ここに建物

を建てることによってそこに住民の方が逃げられるということになると説明をさせていただきま

した。ただ、それが具体的にどのような建物になって、どんな、例えば避難タワーになるのかと

いうところまで考えているのかという部分につきましては、私どもは確認してございません。た

だ、何らかの施設を建てる予定は将来あるので、その建物のほうに逃げることができるのであろ

うということは考えているとお聞きしてございます。 

○議    長  

質疑を閉じることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長  

質疑を終結します。討論を行います。 

（なしの声あり） 

○議    長  

討論を終結します。採決します。お諮りします。 

  議案第１号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長  

異議なしと認めます。 

  従って、議案第１号は原案のとおり可決されました。 



 10 

議案第２号 白浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例につい

て、質疑を行います。 

（なしの声あり） 

○議    長  

質疑を閉じることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長  

質疑を終結します。討論を行います。 

（なしの声あり） 

○議    長  

討論を終結します。採決します。お諮りします。 

  議案第２号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長  

異議なしと認めます。 

  従って、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

議案第３号 平成２８年度白浜町一般会計補正予算（第５号）議定について、質疑を行い

ます。 

       ３番  古久保君 

○３    番 

 歳出の９ページ、ＩＴビジネスオフィス。国からの交付金によって急いだとこの前の全員

協議会で説明を受けました。その説明を受けたなかで、公園の入り口にこういう建物が馴染

むのかというところをかなり質問させていただきまして、もっとほかに方法がないものか。

場所がないものかということも当局にお伺いしたと思います。 

そういうところ、議員の意見というのはきちんと取り入れてくれてこういう考え方になっ

て、えらい急遽、去年の暮れから今年にかけて急に進んできたこのスピード感。私、この年

齢になるとこういうスピード感について行きにくいところがあるんです。町債を発行して１

億円もの起債を起こしてしていくというスピード感。これはもっと有意義にどこかほかに使

うところがある。もっと町民が困っているところがある。それを置いて町債を起こしてでも

やるんであれば、まだ公平性が保てると思うんですけども、この辺のところのとらえ方につ

いて、私はどうも皆様方について行きかねるんです。よう理解しないんです。だから、全員

協議会のときにも保養所の空き家がたくさんあるんやないか。それをなんとか活用して町を

明るくできないものかということもお願いしたと思うんです。そして、最悪そこでやるにし

ても、鉄骨の２階建てを公園の入り口に建ててしまう。しかも今の管理棟があるなかで、そ

れを壊して新しく鉄骨２階で建てるという発想の乏しさというのかな。職員の皆さん方で考

えたというところが見えないんです。こんなに急におこってきて。 

それで、公園の入り口ということで、公園の条例にも引っかからないものか。一企業が公

園の入り口に入るという、入ってくるという。この公園の条例に引っかからないのか。その

辺のところもきちんとチェックされておられるのか。その辺の説明もないままに、町債の発

行というところにきているんですけども、この辺のところ具体的にもっと説明をしていただ
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いて、その上で議題にのせていただくのであれば、我々も議論をして納得したなというとこ

ろがあるんです。なにか急に説明もないままに、ポンポンポンと進んでしまって、ここに補

正予算に載ってくるというやり方、根本的にちょっと行政側の姿勢に疑いを持つんですけれ

ども、その辺詳しく説明していただきたいと思います。そして、資料不足であるとところで

す。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 ただいま古久保議員からご指摘いただきましたことにつきましては、先般の全員協議会の

なかでも各議員から話が急すぎるので、今までの議論が見えてこないというご指摘をいただ

いておるところでございます。 

先般も申し上げたのですが、ＩＴビジネスオフィスは過去からＩＴ企業の誘致ということ

でなかなか空き部屋が多く、最終的には１社が入って、あとは空いているという状況の中で、

予算を削り電気、水道も止めという状況が長年続いて、これをどうにかしようということで

町でも取り組んできたところでございます。 

そうしたなかで、和歌山県が企業誘致ということで積極的に取り組んでいただき、東京の

大手の外資系の会社でございますが、国の補助金をいただいたなかで、施設の内装も整備さ

れ、関連企業としていくつかの企業に入っていただいた。それに引っ張っられると言ったら

悪いかもしれませんが、そういうことで一挙に情報が全国展開されて、現在は会議スペース

といいますか、フリースペースの部分もレンタルオフィスに改修して１０社の企業が入って

いただいておると。それが昨年の夏前くらいにそうなって、そうしますと新しいオフィスと

いうのが希望も県のほうから聞いておりますが、このＩＴビジネスオフィスには昨年２００

件くらいの視察があったと聞いております。そのなかで新たに興味を示されている会社もい

らっしゃるというなかから、これを引き続き第二のビジネスオフィスを整備して、勢いづい

ているなかで早急にやっていかなければ、数年かかってくると空きが出てくるという状況の

なかで、なんとかこれを継続してＩＴ企業の誘致をさらに進めていこうではないかというこ

とで、県からも強いご希望というか、町と一緒にやりましょうというお話をいただいておっ

たところでございます。 

それから、第二のＩＴビジネスオフィスをどこに整備していこうかということと、予算の

関係でどう確保していくかということを町もそうですが、県も考えていただいて、一番テレ

ワークの関係でこの事業を年度内に手を上げることによって大きな補助金がいただけるとい

うことになります。そして、地方債も１億３，２００万円という数字が上がっておりますが、

今回の件につきましては、国とは別の支援をしていきたいということで、年度は違ってくる

のかもわかりませんが、２９年度予算のなかで何らかの支援をしていくように努力をすると

いうことで事務レベルでは話をしております。そしたら、県の当初予算の関係がありますの

で、その数字がいくらになってくるかわかりませんが、この起債を埋めるような形で何らか

の支援はいただけるものと思ってございます。それくらい県のほうも国の支援とは別の形で

町を支援して、これをやっていこうという思いのなかで進めたところでございます。 

ただ、どこにするかという部分について、議会にご説明申し上げてございませんでした。

というのは何カ所かお声がありまして見に行きましたし、ご協議をいただいた件もございま
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す。１つにつきましては費用面から断念した部分もありますし、あと自分たちの保養所を提

供するよということでいただいた件も２件ほどございます。ただ、そこにつきましては駐車

場がなかったり、耐震改修ができていないということで、耐震改修をするという形になれば、

根本的に建て替えに近い費用を投資しないとなかなか機能しない。あと、駐車場が少ないと

いうことで、現地を見て確認して、県にも見ていただいたりしましたが、なかなか今回の予

算額をはるかに上回るような予算規模になってくるということで、断念した経過がございま

す。  

そうしたなかで、町の施設のなかで、基本は海が見えるのが一番いいという企業の意向が

ございますけれども、なかなかそういった保養所が適当にないと。もっともっと探せば、時

間をかければなんとかなるのかわかりませんけども、そうしますと、そのときには財源確保

という部分ができないというところもありますので、今回観光課長にもご相談いたしまして、

公園のなかで、管理事務所自体も大分古くなってきているということもありますし、私ども

も管理事務所に行かせていただいたときに、公衆トイレなんかも中に入っていかんとあかん

ということで、これ補助事業として改修しながらコアスペースについても住民と企業の連携

ができるだろうし、当然管理事務所機能はそのまま残しますから、２階部分を利用すること

によって相乗効果も出てくるんではないかということで、今回決めさせていただいたところ

でございますが、細かい説明を議員各位に何らかの機会にご説明申し上げたらよかったのか

もわかりませんが、相手のご意向がありますので、どこということのお話をしますと、また

いろんな話が断念したときにいろんな影響が出てきますので、その辺の個人、各業者とのお

話し合いの詳細については説明をさせていただかなかったところでございます。 

○議    長  

 公園法に抵触しないどうかについて。 

      番外  観光課長 愛須君 

○番    外（観光課長） 

 ただいま古久保議員より都市公園条例に違反する云々とお話をいただきましたが、もちろ

ん都市公園条例をきちんと精査した上で、ＩＴオフィスというものが建てられると認識して

いるところです。 

また、公園内にというこういう建物がそぐわないというお話をいただきましたが、担当課

としましては、平草原公園を生かした建物、公園にそぐわないに建物が公園内に建つことは

あってはならないと思いますので、古い建物でありますが、きれいにすることによってＩＴ

ビジネスオフィス以外の公園利用のお客様には喜んでもらえるような施設を心がけていきた

いと思ってます。 

総務課ともそのあたりはきちんと詰めた上で観光課としても勝手に総務課が進めていると

なってはいろいろと問題があろうかと思いますので、その辺については今後もきちんと協議

をしていきたいと考えております。 

○議    長  

       ３番  古久保君 

○３    番 

 総務課長の説明は全員協議会でも同じ説明をいただきました。そのなかで我々議員として、

私個人的に議員としての意見としても望みといいますか、ＩＴビジネスに関しては別に反対
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するわけでもなんでもないんです。将来に向けては大事なことだと私も一応理解はしている

んですけども、ただ公園の入り口にこういう、管理棟があるのにわざわざ潰して、また２階

建てを鉄骨で建てるというこのイメージが私はあの公園にはそぐわないんですよ、私の頭の

なかでは。どうしてもそぐわない。それが、町民の憩いの場所として今度新しく建つのが馴

染んでいただけるのか、その辺の具体的な案も出ていないなかで、この補正予算が出てくる

という。今説明でも県が来年度にこの起債についてはなんとか補助的なものを出してくれる

という約束、きちんとした約束が取れているのかどうか知りませんけれども、そういう裏約

束があるのか。ということで、県からもかなりきつい圧力がかかっているような感じがしま

すし、県の指導によって町が動いているようなイメージが私の頭のなかでは沸いてくるんで

すね。そういうなかで県に踊らされている、県が早くやれよと。なぜこんなに２カ月も経た

んうちにトントンと進んでしまうんなというところ。 

これ、町民の方にも理解してもらおうと思ったら大変な私たちも努力ですよ。その辺、町

民の方にもお話したら、なぜあの公園にそういう企業が入るような事務所と併合して建つん

だというところが理解してもらえないんですね。ちょっと私たち年齢的にも古いのかもわか

りませんけども、私たちの年代からすると、そういうところがどうしてもイメージとして頭

にあるので、だからなんとかもうちょっとほかに考えてもらえる場所は白浜のなかにないの

か。町のなかに、町としても疲弊している通りが出てきているなかで、シャッター街も増え

てきている、店も閉まっている、空き地が増えてきている。この町のなかにもっと活気を取

り戻すような工夫ができないものか。皆さんが他の若い人の知恵でまちづくりというのをも

う少し具体的に考えて取り組んでもらえないのか。私はあの公園の大事なところにこれはち

ょっと馴染まないと、私の気持ちとしては受け入れがたい。これは私個人だけではないと思

うんです。私たちの年代はだいたいそうだと思うんです。だから、若い方はどうか知らんけ

ども、おばさん方、我々の年代というのは、どうもあそこに企業が入っているという。これ

は時間制限がない公園が閉まったあとも、もし残業をしている場合はあそこに明かりがつい

ているんですね。そのあとの管理体制なんかはどうされるのか。その辺ももっと具体的に練

って、補正予算として上げるべきだと思うんですけども、もう一度お願いします。 

○議    長  

 答弁は簡略にお願いします。 

      番外  町長 井澗君 

○番    外（町  長） 

 ご意見、非常にありがたいと思います。 

 私ども町としましては、決して事を急いでいるわけではございません。いろんな観点から

も施設についてもどういうところにどういうものがあるのかということを今までずっと検討

してまいりました。具体的な名前は言えませんけれども、数カ所確認したいきさつもありま

すし、やはりなかなか前の全員協議会でも言いましたけれども、帯に短したすきに長しの部

分でここというところがなかなかなかったんです。候補地を絞っていくなかで、この平草原

公園の今の施設、管理事務所が一番いいだろうということで、最終的に決めさせていただい

たわけですけども、やはり施設を建設するにあたっては今の１階から２階になる。あるいは

鉄骨２階建てであれば、少し条件も変わりますので、やはりその辺は違和感のないように、

公園にマッチした形で建設を進めていくべきであろうと思いますし、当然町民の皆様方の心
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配もよくわかります。ですから、その辺のご意見も踏まえた上で、今後どういったものを適

切に公園としての機能を壊さないような、あるいは景色、景観的にもマッチできるような形

でこれから取り組みを進めていきたいなと思っております。 

条件的にかなりＩＴビジネスオフィスというのはいくつかの条件があるんです。そういう

なかで、高台でなかったらいかんとか、あるいは風光明媚な、できたら海が見えるというの

は絶対条件ではありませんけれども、景色がいいとか、緑が多いとかそういったなかで、平

草原公園の管理事務所が最終的な候補地になったわけでございます。 

いずれにしましても、これから県と、決して県にそそのかされたわけでございませんし、

町としましては一つの大きな選択しでございますけれども、町民の皆様方にご理解をいただ

くために今後丁寧にご説明申し上げたいと思っています。 

○議    長  

 今の議論につきましてはこれ以上平行線となりますので、町長の答弁で最終にしていただ

きたいと思います。 

      ３番  古久保君 

○３    番 

 今、町長の答弁をいただきました。これは将来に向けて期待したいと思いますが、町民に

幅広く理解していただけるように取り組んでいただきたいと思うんですけども、公園条例、

第４条の１０に都市公園の用途外に使用することという形で行為の禁止というのがあるんで

すけども、これは建物に関係ないのかなと思うんですけども、その辺の解釈はどういうふう

にしたらいいんでしょうか。 

○議    長  

       番外  観光課長 愛須君 

○番    外（観光課長） 

 公園内での建物の建築について、公園の面積によって建ぺい率等々もあろうかと思います

が、行為の禁止ということは、公園内で例えば商売をするとか、いろんな行為の禁止という

項目があります。建物を建てるということが直接行為の禁止というものにあたるとは思って

おりません。ただ、議員がご心配されているとおり、都市公園条例という条例があって、そ

の都市公園の中に大きな建物が建つということでありますので、その辺については十分精査

をして対応をしてほしいと総務課とも協議をしたいと思います。 

○議    長  

       ６番  水上君 

○６    番 

 この件は、前回の全員協議会で説明いただきましたし、その意見をどこに反映させていた

だくのかなと、今回説明あるのかなと思ってましたけれども見えてない。 

 それから、最後に管理事務所があるところの位置図があるんですが、予定されている施設

も同じこの位置に建設予定ですか。その確認をしておきたいですけども。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 場所につきましては同じ場所になります。大きさにつきましては予算要求をさせていただ
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いておりますが、設計委託を組んで、設計のなかでやっていくと。ただ、規模的にも平地部

分という１階部分の面積もそれほど変わらないような形で概算額をはじいておりますので、

これが倍になるとか縮小するというところはないと思います。できたら少しは大きくできた

らなと思っておりますが、それは予算のなかと設計の材料によって違ってくるかと思います。 

あと、ご意見いただいた部分は議員からも木造とか公園に似合う雰囲気という部分につい

ては、設計のなかで考えていくことになるんですが、基本的には鉄骨造とさせていただいた

予算です。というのは、木造でございますと山の中ですので、シロアリ等々の将来的な問題

がものすごく大きいと。シロアリ等で木造が朽ちてきますとその管理にものすごい費用がか

かる。木造であれば建てるのは安いのですが、あとの管理という部分が１０年という規模で

見ていきますと、非常にこの場所では少し問題があるんではないかなということで、鉄骨造

で提案させていただいてございます。 

木の使い方とか色あいとか公園にマッチしたとかという部分については、設計のなかでい

ろいろ協議をさせていただきたいと思ってございます。 

○議    長  

       ６番  水上君 

○６    番 

位置がここであれば、管理事務所の同じようにここで併設するという話でしたから、後ろ

の部分で今作業してたりしますね。そして、一番近いところの駐車場なんですが、障害者の

福祉施設の方々が散歩にいらしたり、遠足にいらしたりということで一番近い駐車スペース

というのはそういう方々に使っていただく空きがほしいと思うんですね。どう考えてもこの

ビジネスオフィスがいくつ利用していただけるかということもありますけれども、１社につ

き１台から３台というような車両数を見て、この近くに駐車スペースを取られてしまうと、

住民の方の利用が不便になると苦情が出てくるのではないかと思いますので、その辺もお考

えいただいて。 

この前も話がありましたけれども、さくらまつりなどのときには今でも駐車スペースが足

らないのですけれども、オフィスの方に承知していただくことと、それから、できたらそう

いうスペースをもうちょっとどこかに増やせないのか、広げられないのかと思いますけれど

も、混乱のないように今後取り組んでいただきたいと思います。答弁いただけますか。 

○議    長  

 そういった提言でよろしいのですか。 

まだ計画はどうなるかわかりませんけども、今の段階で言えることがありましたら。 

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 水上議員だけでなくて全員協議会のなかでも駐車スペースが足りないということのご指摘

をいただいております。これは観光課長からも十分いただいてる話でございます。当然どこ

の企業が入るというのは建ててからの話になりますので、障害者の方の駐車スペースにＩＴ

企業に入った職員が置いているということで、住民とＩＴ企業が交流できるのかというそも

そも論ですから、当然そういう企業さんには入っていただかないようにしますし、町は当然

条件を付けますし、あと、さくらまつりのときにいっぱいになるということで、旧空港を開

けておる状況も存じ上げておりますので、当然この近くに職員が駐車するということは空い
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ている季節であればそれはそれでよろしいんでしょうけども、そういう運用というのは当然

考えた上で誘致企業、また希望される企業と条件をすり合わせた上でやっていかないと、基

本的には住民皆様の公園でございますので、ＩＴビジネスオフィスが主でないのですから、

その点につきましては、議員のご指摘のように住民主体の施設であると十分認識していただ

けるような企業でないと入っていただくこともできないと思っておりますので、どういう形

になっていくかはこれからですが、観光課長ともその辺については十分協議をさせていただ

いて、できれば近くに満車のときの駐車スペースというのも考えていかなくてはならないと

思ってございます。 

○議    長  

       １１番  南君 

○１１   番 

 全員協議会でも言った記憶があるんですけども、ＩＴビジネスオフィスに関してはなんら

問題は皆さんないと思うんです。 

ただ、あそこの公園のことということで今までも問題になってきているんですけども、前

にもＩＴ企業の進出の候補地にもありましたけども、あのときにも私は言いましたけれども、

旧飛行場、平草原、あの辺のマスタープランが全然出てこないんですよね。だから、なぜぽ

つりぽつりと、前のところと場所も違いますし、出たとこ勝負というんですか、あの土地の

利用の仕方、本当に私から言ったら出たとこ勝負で、もうここでいいわという感じに単純に

思えて仕方ないんです。だから、あの場所をもっとマスタープランをつくっていただいて、

同じところでも多少なりとも公園や旧の飛行場がそんなに邪魔にならんというか何かやると

きにもここだったらあんまり差し支えないやろうという場所が出てくると思うんですけども、

それが全然わからないんですよ。 

だから、今回のように管理事務所のところであそこが古くなったから２階を利用したらい

いんやとか、前回のように相手企業の候補地、こっちのほうがいいんやとかというのが出て

きて、我々としたら土地の選定が行き当たりばったりに思って仕方ないんですけども、いわ

ゆるマスタープランというんですか、全体、旧飛行場、平草原のことは考えてないんですか。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 マスタープランというものは考えてございません。 

言われるのは旧空港のマスタープランなのか、公園のマスタープランなのか、町全体のマ

スタープランということでしょうか。 

○議    長  

       １１番  南君 

○１１   番 

 要は、あそこ隣接していますね。一帯となって何かをやる場所だと思うんです。できるで

きんは別にしても、ＩＲ、いわゆるカジノ構想のときでも、それだった公園とか旧飛行場全

体もなってくるでしょうし、そういう利用の仕方がどんなにしたいのかというのが何年も経

っているのにまったく出てこないのです。その点が私としたら不満で仕方ないんですけども、

あそこをどうしたいこうしたいというのが全然出てないですね。ぽつりぽつりと肝心なとこ
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だけというんですか、ここいいわという感じで出てきたら、今度何かをやるときに制約を受

けるということはないですか。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 旧空港と平草原を一帯としたマスタープランというのは私ははじめて聞いたんですが、そ

ういうのはちょっと今のところ考えになかったものですから、旧空港と平草原を一帯として

まちづくりを考えるということであれば、それはそれでマスタープランも必要なのかなと思

いますが、旧空港は県との協議のなかで何らかの有効利用というのが具体的には決まってお

りませんが、旧空港だけで考えておりまして、平草原に連なってというのは今のところ考え

ておりませんので、そこのマスタープランというのはできてございません。ただ、一帯とい

うものの考え方から、議員のご指摘だと思うんですけども、この辺はどういう形で有効的に

町の発展に寄与していくかというのは申し訳ないですけとも、マスタープランというところ

まではいっていないのが現状でございます。 

○議    長  

暫時休憩します。 

（休憩 １１ 時 １３ 分  再開 １１ 時 １４ 分） 

○議    長 

再開します。 

       １１番  南君 

○１１   番 

 結局場所、いいとか悪いとか、そのままいったら場所は自動的に決まってくるでしょう。

そういう関連があるので質問をさせていただいたんですけども、そしたら視点を変えて、２

億３，７００万円ですね。これ交付金が９，５２０万円。これはだいたい工事費の半分いた

だけるんですね。これは全然関係ないんですか。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 これは予算のなかにも事業の説明をさせていただき、地方創生拠点整備交付金というのが

あります。これは我々は最高額が６，０００万円と聞いておりました。しかしながら、事業

の効率と将来性が見込めるという部分についてはその限度を超えて交付しますということで

ございまして、国に陳情を申し上げ６，０００万円のところが９，５２０万円という予算を

つけていただいたと。ということは、国もこれに対して期待をいただいておるということで

ございます。あと残金は起債を充ててございますが、県はこれに対する補助制度という部分

はないんですが、ＩＴビジネスオフィスを新築して国の補助金をいただいてやっていくとい

う町の姿勢に対して何らか支援をしたい、するよということで、年度は変わりますが２９年

度予算でなんらか措置したいということを聞いてございます。県の予算額がいくらというの

はまだ予算が定まってないでしょうから、今のところ申し上げられませんけども、これにつ

いては一定のご支援はいただけるものと思ってございます。 

○議    長  
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       １１番  南君 

○１１   番 

 そしたら、補助金をいただいた場合には起債が終わるまで絶対この用途にしか使えんと思

うんですけども、これに関して何ら制約はないんですか。例えば１０年間はこれを使わんな

んとか、２階ですよ。ＩＴビジネスオフィス以外の転用はきかないわけですか。そういう制

約はあるわけですか。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 これはそういう目的を、事業計画を定めてこういう形で町が整備してＩＴ企業のテレワー

クであったり、ＩＴ企業を誘致して町の活性化に取り組むということを大きな目標として申

請してございますので、当然制約というのはございます。それ以外の用途に使用するという

のはなかなか難しいと思ってございますが、関連するようなＩＴといってもいろんなことが

ございます。子育てもあれば福祉もありますし、例えば子どもの遊ぶ場所にＩＴを活用する

ということでもＩＴという解釈の問題にもなりましょうが、いろんな大きな枠で、いわゆる

ＩＴの事務室で事務をするだけがＩＴでございませんので、そういう部分もいろんな視野を

拡大してでも制度はできるんですけども、やはりＩＴという部分はかまないと、そういう制

約は必ず出てくると認識してございますし、そのとおりだと思います。 

○議    長  

       １３番  楠本君 

○１３   番 

 南議員と総務課長のやり取りを聞いていまして意見がかみ合っていないなと聞いていたん

ですけども、昼からの全員協議会のなかで都市計画のマスタープランの関係もございます。

そういう意味も含めて南議員は言われているんかなと思って、いわゆる平草原公園自体と空

港の跡地だけのことを言ってるんとちがうかなと。余計なこと言って申し訳ないです。 

それと、資料館、全員協議会でも言いましたけれども、工事期間も若干長くなると思いま

すから、春を迎えて、秋を迎えてやはり平草原公園に訪れるお客さんがかなり多いと思いま

す。そういうことにおいては、駐車場の問題もこの前出ましたけれども、資料館の有効活用、

ここを工事期間中でも必ずやっていただきたいと思います。私はＩＴビジネスの関係につい

ては国、県の補助金をもらって早急な対応が必要だということは十分わかりますので、その

点も含めてお願いしたいと思います。 

 それと、向平のキャンプ場の件ですけども、この部分については早急にやってほしいとい

う地元の要望がございます。そうしたなかにおいて、前回見積もりよりもかなり老朽化が進

んでいるということで今回補正になったと思うんですけど、それも含めて議員の皆さんは何

回も行くと思いますけれども、あそこの便所の問題も今後の課題になってくると思いますし、

そういう部分においては費用対効果、昼から公衆浴場の問題も出ますけれども、これからの

施設の老朽化に対する措置をきちんと中長期的に見ていかなんだら、かなりの予算のひっ迫

になってくると思いますので、それも踏まえてよろしくお願いしたいと思います。 

○議    長  

 提言であります。 
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      １２番  玉置君 

○１２   番 

 南議員と同じような視点なんですが、おっしゃってたようなトータル的な目標というのが、

ＩＴオフィスをどうするんなと。一応受け入れてますよね。今後ＩＴオフィスを今後拡大し

て貸していくのか。ＩＴオフィスを企業誘致の柱に据えて、そしてそうやって町のほうから

戦略を立ててＩＴをやっていくのか。ただ、今の場合は県から言うてきたから、今しか予算

がないから慌てて何か取り組みに対する大きな方針を考えないままに、だいたいいいとこや

から、今言うた公園のなかでいいとこはここしか残ってないんやと。相手さんの言うとおり

話を聞いてたらここしか残ってないんや。相手の誘導に乗っているわけや。白浜町の戦略と

して立てた場合は、ここにＩＴオフィスをつくるんやとか、今現在使われていない施設をＩ

Ｔとして利活用するんやとか、そういった大きな目的があって、そこに当てはめていくとい

うのだったら白浜町の戦略として立つんやけども、今言ったように、お金が先にあるから今

しかないからここにやるんだという場当たり的なことでは、私はこれはちょっと今回は仕方

ないとしても今後の取り組みについて町はどう考えているのか。ＩＴオフィスの大家として

白浜町を発展させていこうとするのであれば、どう今後対応を考えているのか、それを聞き

たいんです。 

最初にＩＴオフィスをやったときに、白浜町が５，０００万円を出して、あとの５，００

０万円は県が補助金を出してくれるということでやったんです。その当時の立谷町長が喜ん

でおったんです。５，０００万円出して１億円の仕事ができるんやでと言ってやった。しか

しその当時最初はちょっと埋まったけれども、そのあとなかなか埋まらなかった。そういう

ＩＴオフィスの需要がなかったわけ。今はあるようなことを言うてるけれども、だった１０

件かそこらのもので、今後ずっと白浜町がＩＴオフィスとして取り組んでいくだけのものが、

需要があるかどうか。そのあたりをきちんと決めた上で、取り組んでもらわなあかんと思う

んやけども、ＩＴオフィスについて今後の見通し。平草原公園建物全体が仮に埋まったとし

てもその後どうするのか。その後、県が言うてきたらそれはするけども、自分からは積極的

にせえへんのかと、そういったことをどう考えているのか示していただきたいと思います。 

○議    長  

 将来の見通しについてであります。 

      番外  副町長 林君 

○番    外（副 町 長） 

 先ほど、県から言うてきたからやるというお話があるんでけども、もちろんそういうこと

もあります。しかし、１０社になったというのは議員の皆様もご承知だと思いますけれども、

総務省の実証実験でサテライトオフィスでＩＴオフィスが開けるんだよということを国がや

りましたね。それで、一挙に白浜町にビジネスオフィスがありますから来ていただいたのが

まず１点です。 

先ほど玉置議員がおっしゃっていたように、ＩＴビジネスオフィスを県の補助金をもらっ

てやっていたときには埋まらなくて議会からもどんな努力してるんなということを何回も言

われました。それで、こういうふうな状況になりました。そしたら、白浜町はそれでもう終

わるんですかということにどうしてもなりますね。私どもはせっかくセールスフォースやＮ

ＥＣソリューションが来ていただいている関係で、そういう大きな企業が来ているからいろ
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いろなＩＴの関連の企業がここに来てくれているんです。今、平草原の管理事務所を新たに

建て替えてその上にオフィスをということで、もうすでに引き合いは来ております。まだは

っきり申しませんけども、そういう企業が来ております。それが埋まれば、当然、国、県の

補助金をいただいて新たな施設をということを考えていません。まったく何もなしにＩＴオ

フィスを町単でやるということについては今私はそういうことは申し上げられません。国か

らの交付金、あるいは県からの補助金がなければ対応できないのではないかと考えてござい

ます。 

 それと、せっかくこういうＩＴ関連の企業が来ていただいておりますので、経産省もＩＴ

関係で地元に貢献できることを地元、観光協会なり商工会などを通じて商売されている方に

ついて、例えば自分ところのホームページをつくったり、顧客情報を管理したりということ

も企業さんは何度もお手伝いしますよということを言っていただいております。経産省が今

年小規模宿泊施設や飲食店、介護事業者を対象としたＩＴビジネスの導入について交付金を

出すという事業が１件上限９０万円、一事業者に出すという事業がありまして、それにも協

力をしていただける形になっております。そういうことも、せっかくＩＴ企業が白浜に来て

くれているのですから、そういう面でも町内の施設の皆さん方に有効に活用していただくこ

とも町としては今年から取り組んでまいりたいと考えてございます。 

○議    長  

       １２番  玉置君 

○１２   番 

 そしたら、今もおっしったように、まず今後ＩＴオフィスを満室になりそうだと聞いたな

かで、次どうするんなと。国、県からの予算が下りてこんとようせんよと。それはよくわか

るんです、あまり儲かるような事業でないからね。でも、それならそれで、今後これが満室

になる前に、なってしまったらまたすぐにせんならんから、満室になる前に国、県に打診を

して予算的なものがあるのかそういった働きをして、今後もし満室になったときに、白浜町

はＩＴオフィスについてどう考えていくんなという姿勢を国、県に予算的なものを打診しな

がらやっていっていただきたいなと。今ここに予算があるからすぐせんならんねと。古久保

議員も質問してましたけども、私らももう少し練る時間、本当に公園のなかでいいのか、あ

んな一等地のなかでいいのかよという気持ちは多々ありましたので、そういうことのないよ

うに白浜町主導で、白浜町はこういう場所に来てほしいんやという戦略で今後取り組んでい

ただきたいと思うんです。 

○議    長  

       ３番  古久保君 

○３    番 

 予算に入らせていただきます。９ページのＩＴビジネスのところの地方債１億３，２８０

万円という数字が載っておりますね。参考資料のなかでの地方債１億３，８２０万円と数字

が変わっているんですけども、これはなにか意味があるのか。それと一般財源の１，６００

万円とここのなかのは一般財源９００万円。この辺はなにか意味があるのか。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 
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 ちょっと答弁にお時間いただけますか。調べさせていただきます。 

○議    長  

       ７番  廣畑君 

○７    番 

 この企業誘致によりまして、以前も議論というか質問があったと思うんですけども、この

際に誘致によって税収の見込みと、それから、地元雇用ということでどのように考えておら

れるのか。１０社のなかで１０人であるとかという話をお聞きしたんですけれども、本当に

町民の方がそこで働いていけるのか。先ほどの皆さんの質疑のなかでも言われてましたけど

も、広い範囲でＩＴというのは仕事が広いということでありますけれども、今の時代にＩＴ

と言えば華やかな面があるんですけども、現実的な先ほどの議論にもありましたけども、町

民の皆さんの生活のなかでの税収であるとか雇用とか、変わっていくことについて、どのよ

うにお考えなのか。実際見込みとして税収どのように考えておられるのかお聞きしたいと思

います。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 廣畑議員からＩＴビジネスオフィス、全体的に見ますと、企業が来ていただいて町にどう

いうメリットがあって雇用なんかも促進されたらいいのにそれが効果的にどうなのかという

ところだと思います。この辺につきましては、私どもまちづくりを担当するものとしまして、

常に考えているところでございます。議員から多々ご指摘いただく部分もそのあたりに基本

的にあるのかなと思います。 

ただ、これからどういうふうに白浜町、当然観光の町ですので、観光は別格ではございま

すけども、そしたら何らかの形の産業といいますか、そういう部分については今ＩＴの関係

で総務省から白浜町の視点が向けられているなかで、これを拡大していきたいという考え方

がございます。ただ、当然東京のほうから大手の企業さんでございますので、職員を採用し

ていただいて、公募もしていただいているのですが、人材のスキルという部分がなかなか集

まらないと。いらっしゃるんでしょうけども、そういう方は逆に東京、大阪に出て行かれて

おって、これがＩＴに関するようなスキルであったり、当然英会話なんかも求められる部分

もございますけれども、そういう方々がなかなか集まらないという現状があるというのもお

聞きしてございます。当然、企業さんですのでそこへ正職員として就職されれば、こちらに

居ていただければ、所得なんかも上がりますし、生活していただいてお子さんと一緒にとい

う形で一家を構えていただければ住民税なんかも入ってきます。そういう部分が効果的に大

きく膨らんでいけば、ひとつの事業として町に成果が起こってくると思ってございますけれ

ども、今のところはなかなかそこまでいけていないというのが現状にございます。 

ただ、ビジネスオフィスに入居されている方々と私どももお話する機会が多々ございます。

そうしたなかでは、もっと地域に根ざして、地域の皆様方といろんな町の関係に対して自分

たちができること、また提案できることについても、積極的に参加していきたいというのも

ございますので、先ほど副町長が言いました企業と地元、商店とのマッチングがうまくいけ

ば、いろんなサービスになっていきますし、今やっていただいているのはこれからの子育て

といいますか、子どもの教育という部分にこうしたプログラミングなども入ってきます。そ
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ういうところに対してひとつの企業は世界で無料放送があるんですが、そうした部分を文化

と福祉の集いであったり、いろんなイベントでやっていただいていて、子どもさんが喜んで

いるということもあります。将来的には教育のなかにＩＴ部分であったり、流通マネー、フ

ィンテックとかブロックチェーンとかいろんな問題が今後出てきます。そうした部分は最先

端である企業のところのノウハウという部分も当然商店の方々も波及的には必ず出てきます

ので、そうしたところで最先端であるので、なかなか今の白浜町の皆様方とのマッチングは

できてませんけども、これがもっと企業さんも我々もそうですが、皆さんに根深く入って説

明していくといろんなサービスが向上してきますし、今、スマホなんかで電子マネーとして

決済できるシステムもありますけども、そういうのはＮＥＣさんなんかもたけておりますの

で、そういうのも企業と地元商店とのマッチングという形を提案できれば雇用という部分だ

けでなくて、産業構造への最先端のことができていくということ可能性は十分にありますの

で、その辺に力を入れていきたいと思ってございます。 

残念ながら、所得の向上というのは今のところはできていないというのが現状でございま

す。 

○議    長  

 当局に申し上げます。答弁はもう少し簡略にお願いいたします。 

      ７番  廣畑君 

○７    番 

 やっぱり町債で組んでいくので、その負担を町民がこれからかぶっていくということにな

るわけです。本当に収入の見通しはということになっていくと思うんですけれども、まだそ

ういったことが見えてこないなと思います。日本全国ＩＴ、ＩＴということで私たち生活で

きればいいわけなんですけども、なかなかそうなっていないのが現状ですし、わかりますけ

れども、そうしたことについて住民の生活、税収とか雇用ということに関わってもう少し詰

めていっていただけたらなと思います。 

○議    長  

 先ほど３番 古久保議員の答弁について。 

      番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 参考資料が間違ってございます。申し訳ございません。 

参考資料の事業費のなかで国庫支出金が９，５２０万円。町債が１億３，８２０万円とあ

りますのが、予算書にあります１億３，２８０万円。２と８が入れ違ってまして、一般財源

の差額もその数字の差し引きで１６０万円となっているのが、現実的には７００万円の間違

いでございます。予算書のほうが正しい数字でございます。申し訳ございませんでした。 

○議    長  

       番外  総務課副課長 小川君 

○番    外（総務課副課長） 

 予算書の９ページ、目９のＩＴビジネスオフィスの管理費ということで、一般財源が９０

０万円となっているんですが、これについては平草原の整備にかかる一般財源が７００万円

で、現在の既存施設のＩＴビジネスオフィスのほうの空調の修繕の部分が２００万円という

ことで、あわせて９００万円ということでございます。 
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○議    長  

       ３番  古久保君 

○３    番 

 それはわかったけど、参考資料の一般財源の１，６００万円というのは。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 先ほどの１３８２が１３２８ですので、逆転しますと７００という数字。７００万円が一

般財源となります。ここの数字は１，６００でなくて７，０００という数字が入ってきます。

７００万円と先ほど小川副課長が申し上げました空調が壊れてますので、それを急遽取替え

なあかん２００万円を足しまして、一般財源９００万円という形になるということでござい

ます。 

○議    長  

       ３番  古久保君 

○３    番 

 参考資料は１６０万円になっているんやね。これが７００万円。きちんと理解できるよう

にきちんと替えておいてください。遠慮して聞いたけども、この数字の違いがなぜ出てくる

のかというのをもうちょっときちんと正確な資料を載せてほしい。その辺は頼みます。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 １億３，８２０万円が１億３，２８０万円。その差額が５４０万円になりまして、それが

一般財源にきますので、５４０万円足す１６０万円の７００万円となります。 

のちほど参考資料の差し替えをさせていただきますので、ご理解賜りますようよろしくお

願いします。 

○議    長  

       ２番  西尾君 

○２    番 

 数字はあわせておると思いますけども、参考資料の２億３，５００万円になるわけです。

訂正しても総額は変わらないということは数字だけあわせて参考資料を出してきているでし

ょう。そういう形に見えるわけです。数字はあっているんです、参考資料の数字も。だから

１６０万円にやっているんです。数字の８と２の入れ違いがあっても２つを足して１６０万

円にやって結果的には２億３，５００万円にあわせているんでしょう。そういう出し方が少

し問題あるよという話なので、きちんと説明してもらわん、我々審議ができない。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 ご指摘のとおりでございます。 

総事業費が２億３，５００万円でございまして、国庫補助金が９，５２０万円、これが確

定してございます。それで町の財源を町債で充てるのか一般財源で充てるのかということに
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なります。この資料から言うと、２億３，５００万円から国庫支出金を引いていきますと、

町債が１億３，２８０万円という数字で、きっちりあっておれば７００万円になってくると

いうのが、町債の数字が間違って一般財源が１６０万円になっているということは数字の差

し引きだけで予算の取り組み自体がちゃんとできてないんじゃないかというご指摘だと思う

んですけども、参考資料の予算の財源、町債、一般財源をどちらに使っていくかという部分

については財政当局でなんとか一般財源を少なくしてやっていくというなかで、町債の割り

振りを決めていくわけですけども、この辺につきましては、ご指摘のとおりまちづくりと財

政とで資料として不具合がありまして、まちづくりと財政の議会へ出す資料に不手際があっ

たということに関しましてお詫び申し上げたいと思います。 

○議    長  

 当局は今後資料の作成につきましてはより慎重にお願いいたします。 

      ３番  古久保君 

○３    番 

 ９ページのなかで先ほど説明がありましたけども、空調設備更新工事２００万円と。これ

は今の古い建物に対する予算ですね。ここに入れられてしまう。これきちんと括弧してどこ

どこというのを書いてもらったら、これは別個ですよという形で明示してもらったらわかり

やすいけど、参考資料ではこういう数字になってるし、予算ではこうなってるし。７００万

円と２００万円足して９００万円ということは私たち理解できないんですよ。もう少しわか

りやすく親切に思いやりを込めて予算に載せてもらえんかなと要望ですけどお願いします。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 予算の関係では９ページにありますように、ＩＴビジネスオフィスの空調設備に２００万

円という説明のなかで記載させていただいております。これはまた例えば目で切り分けて、

ＩＴビジネスオフィス管理費１、２のようにも目で切り分けてということになりませんので、

予算の説明としてはここが限度かなと思ってございます。ただ、一般財源９００万円を２つ

に切り分けるというのも１つの目のなかでございますので、これも切り分けて表示するとい

うことはできませんので、説明のほうで切り分けさせていただいてございます。ただ、うま

くご説明申し上げられなかったので、余計に混乱が出たのかなと思いますので、説明のなか

で丁寧にご説明できるよう心してまいりたいと思います。 

○議    長  

 ＩＴビジネスオフィス以外の質問ございませんか。 

      ８番  三倉君 

○８    番 

 それも含めて、キャンプ場のことなんですけども、この予算額からしたら、年度からした

ら日にち的にないわけですね。そうしたら予算は年度でするんでしょうけど、事業そのもの

は２９年度事業になってくるんちがうかなと思ったりするんです。それと、戻るなというこ

とですけども、補助金的に先ほど話の確認したいんですけども、ＩＴのなかでも補助金とし

たら天が６，０００万円だったのが９，５００万円ほどに補助金がなったと。そして、また

事業しだしたらいただけると言ったような私の聞き間違いかもわからんですけども、そう聞
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こえたんです。ＩＴについては２億３，５００万円だけの事業なのか。それともあとあとい

けるのかということだけ確認したいです。 

 それと、キャンプ場につきましては、７３６万２，０００円というかなりの金額のなかで

早急に対応してもらわなあかん話になるんですけども、事業としたら、年度としたらこの３

月３１日までに消化できるような金額では工事からしてもないと思いますし、その辺につい

て事業についてはまたがる格好になってくるんではないかなと思うんですけども。 

その２つ、同じような予算額的にしてもＩＴにしても２億，３，５００万円という金額で、

これから入札していったら事業そのものが二年度にかかってくるんちがうかと。それと、こ

の事業だけであとあと２９年度会計にも及ぼす形に、私の聞き間違いかもしれませんけども、

ＩＴについてはあったのかどうかということです。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 まず、１点目のＩＴビジネスオフィスの事業費の関係ですが、国の補助制度の基本額とい

いますが、この事業については１つの事業でこれくらいの額ですよという数字が示されてお

りました。それにこだわらず、先進的、また効果のあるものについてはその限度額、一定枠

を超えてでも対応しますよということで、町から出した国庫補助申請がその枠を超えて補助

をいただいたということでございます。あと、県の支援の関係ですが、県も当然予算を組ん

でいただいて議会議決をいただいた上で正式に町にいただけるんでしょうけども、担当レベ

ルの話におきましては一定の支援は考えておるということでございます。それは２９年度で

考えていただいておりますが、今回の事業の別枠として使っていい補助でなくて、今回の補

助の内枠として県から何らかの支援をしていきたいというお言葉をいただいておりますので、

２９年度には何らかの支援が別の形でいただけるのではないかと思ってございます。 

 それと、向平の関係なんですが、工事をするんですが、底にポンプが入っております。こ

のポンプを改修するために補正予算を付けさせていただいたんですが、ポンプが土に埋まっ

て抜き出せない状況でありますので、もうひとつ新しい井戸を掘って新しいポンプを付けな

あかんということで、今回新たに補正をさせていただいたことです。 

ですから、ＩＴビジネスオフィスにつきましても向平キャンプ場につきましても今年度で

の事業完成というのは無理ですから、２９年度まで事業はまたがるものと思ってございまし

て、また繰越の事業申請をして予算についても繰越させていただくということになります。 

ＩＴビジネスオフィスの関係だけで言いますと、設計施工監理、設計を早急に進めなくて

はなりませんので、今年度で着手させていただきまして、できれば年度内に終わりたいなと

思っておりますが、工事自体は必ず翌年度になってくると考えてございます。 

○議    長  

       １３番  楠本君 

○１３   番 

 ９ページから１０ページにかかります地籍の嘱託賃金の退職に伴うものと款８、土木費の

嘱託職員の退職によるものということで、従来、技術者の育成については十分町も考えてく

れて、近年技術者の採用を進めてくれているんやけども、私も地籍に同行いたしまして職員

と嘱託職員と遜色ないようなこともあります。実際土木の職員も退職に伴うものだというこ
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とで、今回２件の退職の予算が計上されておるんですけども、ここらについて今後とも技術

者の育成ということは本当に近々の課題であるということで、今までの議会でも何回も言わ

せていただきました。そうしたなかで嘱託職員が退職されるということはそれなりの理由が

あるんだろうと思いますけれども、やはり技術力の低下ということが否めないと感じます。

その点について技術者の嘱託職員だけを優遇するということにはならないだろうと思います

けれども、そういう部分については技術者は別に、もちろん条例はあるんだろうと思います。

そういうことを将来考えていかなんだら、どんどん優秀な人材が逃げていくんとちがうかな

という気がいたしますが、この点についての町の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 ２人の嘱託職員が退職されると。理由はそれぞれにございます。ただ、それぞれに技術を

持たれている方でございまして、町としましてはその方々を補完するような形で技術的な部

分を補っていくことになってきます。議員ご承知のとおり、特に土木関係とか測量関係の技

術を持たれている方は全国的に、特にオリンピックもありますので、人材が地方のほうでは

なかなか採用しても応じていただけないというのが新聞紙上でも出ているところです。 

白浜町におきましても同じような状況がここ数年続いてございます。そうしたなかで退職

というのが出てきましたので、これ４月の当初の時点でわかっておれば、いろんな採用の対

応もできるんですが、緊急的な退職でございますので、そういうところで抜かりのないよう

に技術職についても計画して、当然年齢もうまくかみ合ってこないと一挙に採用しますと退

職も一挙になってくるということがありますので、そういうのは慎重に計画しながら、特に

建設課、上下水道課、技術職を管理されている課長たちとも相談して、採用を計画していき

たいと思ってございます。 

○議    長  

       ２番  西尾君 

○２    番 

 ９ページのまちづくり推進費なんですが、ふるさと納税という形で歳入に２，４００万円

の計上がされています。我々にとっては非常にありがたい財源と思いますけれども、この伸

びはこれからかなり増えていくだろうと。どこの市町村でもそういった効果が出てきている

と。積立金、この２，４００万円の比率として４１パーセントが９，８４０万円という形で

積立基金として上程していますけれども、この４１パーセントという決め方というのはどう

いう形で決められたのか少しお尋ねいたします。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 これはふるさと産品としまして５０パーセント、２分の１を返礼する。多いところでは８

０パーセントというところもございますが、８０パーセントを返しますと寄附金は増えると

思いますが、町への寄附額は減るという形になりますので、全国的な統計といいますか、取

り組みから見ましても、町としては２分の１をお返しするとなります。あと、ＪＴＢさんと

業務委託しておりまして、いわゆるポイント制であったり、決済制の部分をすべて外注かけ
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ております。ですから、職員は一応対応しますけれども、ＪＴＢさんが取り扱っていただい

た金額のデータをいただいて歳出と歳入を行っているところです。その手数料が９パーセン

トということでございまして、５９パーセントが町に寄附していただいたなかから支払いを

しなくてはいけない部分で町の基金の積立に充てられる部分は４１パーセントになるという

ことでございます。 

○議    長  

       ２番  西尾君 

○２    番 

 全国的な平均を見て半分と、４１パーセントを積み立てていこうという説明をいただきま

したけれども、これは合併後５年間一般算定で減っていく財源の大きな収入の役割を果たし

ておるだろうと思います。なおかつ、まだまだ見込みが増えていくということで非常にあり

がたい。ただ、補正に上げる時期をどのように考えておられるのか。少しその辺お聞きした

いと思います。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 ふるさと納税につきましては、都度都度の議会を見計らった補正をお願いしたいと思って

ございます。場合によりましては返礼品の支払い、業務委託料これは先行しますので、予算

がなくても相手方に支払わなくてはならないという状況が生じてきますから、場合によりま

しては先般にもお願いしました専決処分という補正予算も必要になってこようかと思います。 

今回は今のところわかっておったのは、３月には専決処分をした上で議会に提案しなくて

はならないという状況がありましたけれども、臨時議会の機会がございましたので、まだ今

のところは議会で通していただければ支払える。すでに支払額はこれを超えていますけれど

も支払い時期はまだ先にありますから補正でお願いしたということになります。当然当初予

算においてもご審議いただきますが、額としては多くを見積もりたいわけですけども、これ

は寄附というひとつの計画の持てない数字でございますので、あまり大きく膨らませますと

予算への影響がものすごく大きいということもございますので、なるべく少ないといいます

か確実にいただけるであろうという数字で予算を計上させていただいて、都度都度進捗状況

に応じて議会定例会で補正ができれば一番いいかと思っておりますけれども、場合によって

は時期においては専決させていただくような状況が生まれればありがたいと思ってございま

す。 

○議    長  

       ２番  西尾君 

○２    番 

 専決については議会は一定のルールがありますから、それに基づいてやっていただいたら

結構だと思いますけれども、計画的にこの使途については基金造成をしながら貴重な財源な

ので使用については十分議論を煮詰めてやっていただきたいと考えております。ただ、４１

パーセントというこれで数年基金造成額を見るのか、ある一定の金額が造成できた時点で予

算に反映できるというなかでもう少し率を高めていくのか。そこらはそのときの判断なのか、

５年くらい先には考えていくという協議をやっているのか、その辺はどうでしょうか。 
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○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 ふるさと応援寄附金につきましては、目的としましては町の支援をいただくというのが大

前提でございますので、毎年いただいた額につきましては１００パーセント予算に還元して

いきたいと基本的にはそう思ってございます。今のところ２８年度で申し上げますと、昨日

２月１３日現在で１，８８６件の１億４，７８１万９，００１円という数字をいただいてご

ざいます。１１月から年末に一番多くいただくんですけども、これを１年フルにいきますと

もう少し大きな寄附をいただけるし、寄附の中身をもっと充実すれば、もっといただけると

いう形になろうかと思いますけれども、それぞれが寄附をするのに目的を持たれてございま

す。町に対して観光を重視しろと、また福祉のほうに費やしてくれというご希望がございま

すので、町としては新たにこの金額で何かをするということもひとつの方法ではありますけ

れども、現状の福祉施策、観光施策を維持していくためにも一定量を使わせていただくとい

う考え方を持ってございますが、できれば寄附をいただいた年度の次の年度の予算にある程

度反映をかけて運営していきたいと。これがもっともっと多くなれば別の形も検討していき

たいなと思ってございます。 

○議    長  

       １２番  玉置君 

○１２   番 

 ふるさと納税のことでお伺いいたします。最初予算的に１億２，０００万円計上しました

ね。今補正で上がった分だけその都度その都度補正していくんだというお話でありました。

やはり期間というもので一番よかったのが１１月、１２月以外はなかなか伸びんもんやなと

思いながら見ておった次第ですけれども、今現状、受付の窓口が「さとふる」と言うんです

か、受付の窓口がひとつだけですよね。それがいろんな窓口があるんですよね。楽天があっ

たり、ＪＴＢであったりいろんなものがあって、町が採用しているのは今のところ１カ所で

すね。それを増やさないのはいろいろ理由があるんでしょうけども、窓口をたくさん増やす

ことによって、よりふるさと納税の金額がアップしてくるんではないかなと。もちろん費用

が要ってくるものだから、実入りとしてはいいか悪いかは議論の余地があると思うんですけ

ども、窓口を増やすことによって今度ふるさと納税がもっと金額的にベースアップしていけ

るのちがうかと私はこのように思うんです。現状はひとつだけで伸び率が悪いと私は思って

います。補正でも２，４００万円くらいしか補正していないから、じゃあ窓口増やしたらも

っと増えるんじゃないかなと思っているんですけども、その対応はどう考えてられるんです

か。 

○議    長  

       番外  総務課長 榎本君 

○番    外（総務課長） 

 外国の方は納税することはないんですけども、国民の方がインターネットであったり、例

えば今のテレビのコマーシャルなんかもありますけれども、ふるさと納税を扱う事業者は数

多く出てきております。我々のお願いしているところも有名なところでございますが、ほか

にも先ほど議員がおっしゃられました楽天やいろんな企業がありますので、その辺について
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はもう少し落ち着いてから拡大していきたいなと思います。 

といいますのは町がそれをするのは簡単なんですが、出店している事業者さんがそれぞれ

の事業者さんと契約をしないと話が進まないので、町がどこか新しいところと窓口契約しま

した、どこでもできますよという形にはなってこない。実際の物品の流れはその事業者さん

と商店さんとなってきますから、その辺のつながりも拡大していくことになってきますので、

その辺も見極めながら考えていきたいと思っています。議員おっしゃるように、いろんな大

きなサイトに掲示していただくと人もそれぞれ見るサイトが違いますので、拡大につながる

だろうと思ってございます。 

○議    長  

質疑を閉じることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長  

質疑を終結します。討論を行います。 

（なしの声あり） 

○議    長  

討論を終結します。採決します。お諮りします。 

  議案第３号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長  

異議なしと認めます。 

  従って、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

休憩します。 

（休憩 １２ 時 ０９ 分  再開 １３ 時 １６ 分） 

○議    長   

 再開します。 

 事務局長より諸報告を行います。 

       番外  事務局長 泉君 

○番    外（事務局長） 

 諸報告を行います。 

休憩中に議会運営委員会でご協議いただきましたことをご報告し、ご了承をお願いします。 

当局から１件の追加議案の提出がありましたので、お手元に配布しております。 

追加議案１件を日程に追加し、日程の順序を変更し、議題とすることになりましたので、

ご了承のほどお願いいたします。 

議案第３号 平成２８年度白浜町一般会計補正予算（第５号）議定にかかる参考資料の訂

正資料が提出されていますので、お手元に配布してございます。 

以上で諸報告を終わります。 

○議    長  

 諸報告が終わりました。 

お諮りします。 

 ただいま当局から提出がありました議案第４号の１件を日程に追加し、追加日程第７とし
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て日程の順序を変更し、ただちに議題にしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長  

異議なしと認めます。 

 従って、議案第４号を日程に追加し、日程の順序を変更し、ただちに議題とすることに決

定しました。 

                                          

（４）追加日程第７ 議案第４号 富田共有財産組合委員会委員の選任について 

 

○議    長  

追加日程第７ 議案第４号 富田共有財産組合委員会委員の選任についてを議題とします。 

町長から提案理由の説明を求めます。 

番外  町長 井澗君（登壇） 

○番    外（町  長） 

 ご審議をお願いいたします議案第４号の提案理由につきまして、ご説明を申し上げます。 

議案書に基づき、説明した。 

 柏木氏の選任につきまして、ご同意いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議    長   

以上で提案理由の説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

（なしの声あり） 

○議    長  

質疑を閉じることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長  

質疑を終結します。討論を行います。 

（なしの声あり） 

○議    長  

討論を終結します。採決します。お諮りします。 

  議案第４号は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長  

異議なしと認めます。 

  従って、議案第４号は原案のとおり同意することに決定しました。 

                                          

（５）日程第６ 発委第１号 閉会中の継続調査申出書（議会運営委員会・総務文教厚生常任委員会・ 

観光建設農林常任委員会・議会広報特別委員会） 

 

○議    長 
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日程第６ 発委第１号 閉会中の継続調査申出書を議題とします。 

 各委員長の申し出のとおり、それぞれの委員会において閉会中も調査を継続することに異

議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長 

異議なしと認めます。 

 従って、各委員長から申し出のとおり、それぞれの委員会において閉会中も調査を継続す

ることに決定しました。 

これをもって、第１回臨時会に付された案件はすべて終了いたしました。 

閉会にあたり町長から挨拶の申し出があります。 

これを許可します。 

番外  町長 井澗君（登壇） 

○番    外（町  長） 

閉会にあたりまして、ひと言ご挨拶申し上げます。 

平成２９年第１回臨時会をお願いいたしましたところ、議員各位には鋭意ご審議をいただ

き、誠にありがとうございました。 

今後とも議員各位のご指導、ご鞭撻をいただき、町政の伸展に職員と共に全力を尽くして

参りますので、よろしくお願い申し上げます。 

簡単ではございますが、閉会のご挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議    長 

 挨拶が終わりました。 

 お諮りします。 

 これをもって、白浜町議会平成２９年第１回臨時会を閉会したいと思います。 

 閉会することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長 

異議なしと認めます。 

 従って、白浜町議会平成２９年第１回臨時会はこれをもって閉会いたします。 

 大変、ご苦労さまでした。    

 

議長 溝口 耕太郎は、 １３ 時 ２２ 分 閉会を宣した。 
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